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目

次

教
育
委
員
会

○
青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

職
員
福
利
課)

…

�

○
青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
及
び
青
森
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の

事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

県
立
学
校
課)

…

�

○
青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

職
員
福
利
課)

…

�

○
青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

…

�

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
四
月
青
森
県
教

育
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
の
表
中

｢

全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
準
備
室｣

を
削
る
。

第
八
条
第
三
十
九
号
を
削
る
。

第
九
条
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、

第
十
五
号
を
削
る
。

第
十
六
条
の
四
第
一
項
中

｢

、
県
立
学
校
課
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
準
備
室｣

を
削
る
。

別
表
第
一
文
化
財
保
護
課
の
部
文
化
財
保
護
総
括
主
査
の
項
及
び
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー

の
部
文
化
財
保
護
総
括
主
査
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
総
括
主
査
の
項
を
削
る
。

(

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
一
月
青
森
県
教

育
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
五
号
中

｢

、
青
年
の
家
所
長｣

を
削
り
、
同
条
第
二
十
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定

中

｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個
人
情
報｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
第
九
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中

｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個
人
情
報｣

に
改

め
る
。

(

青
森
県
立
図
書
館
組
織
規
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

青
森
県
立
図
書
館
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
五
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

総
務
課
、
奉
仕
課
及
び
協
力
課｣

を

｢

企
画
支
援
課
及
び
奉
仕
課｣

に
改

め
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

所
掌
事
務)

第
三
条

企
画
支
援
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

図
書
館
運
営
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

協
力
用
図
書
館
資
料
及
び
館
外
奉
仕
用
図
書
館
資
料
の
収
集
、
整
理
、
保
存
及
び
除
籍
に

関
す
る
こ
と
。

三

市
町
村
の
図
書
施
設
等
に
対
す
る
援
助
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

四

非
来
館
者
に
対
す
る
奉
仕
に
関
す
る
こ
と
。

五

図
書
館
資
料
の
相
互
貸
借
に
関
す
る
こ
と
。

六

図
書
館
関
係
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

七

市
町
村
協
力
及
び
館
外
奉
仕
に
関
す
る
集
会
活
動
、
講
座
、
研
究
会
、
資
料
展
示
会
等
に

関
す
る
こ
と
。

八

公
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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九

職
員
の
人
事
、
給
与
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

十

文
書
類
の
収
受
、
発
送
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

物
品
の
出
納
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

図
書
館
資
料
の
購
入
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

施
設
及
び
設
備
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

青
森
県
立
図
書
館
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
所
掌
事
務
に
関
連
し
た
必
要
な
事
務
の
処
理
に
関
す

る
こ
と
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
八
条
中
第
九
項
を
削
り
、
第
十
項
を
第
九
項
と
し
、
第
十
一
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
を
一
項

ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

(

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
改
正)

第
四
条

青
森
県
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
規
則

(

平
成
元
年
六
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

教
育
長
が
定
め
る
セ
ン
タ
ー
及
び
青
森
県
立
図
書
館
に
共
通
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る

こ
と
。

第
四
条
第
二
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
五
条
中
第
七
項
を
削
り
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
第
九
項
を
第
八
項
と
し
、
第
十
項
を
第

九
項
と
す
る
。

(

青
森
県
立
少
年
自
然
の
家
規
則
の
一
部
改
正)

第
五
条

青
森
県
立
少
年
自
然
の
家
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
四
項
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
を
第
一
号
と
し
、

第
五
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
五
条
中
第
六
項
を
削
り
、
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
上
げ
、
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
削
り
、
第
十
四
項
を
第
十
項
と
し
、
第
十
五
項
を

第
十
一
項
と
す
る
。

(

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
改
正)

第
六
条

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則

(

平
成
十
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則

第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六

号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
五
条
中
第
七
項
を
削
り
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
及
び
青
森
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職

員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
及
び
青
森
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
事
務
職
員
及
び
学
校
栄

養
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

寄
宿
舎
指
導
員
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
任
寄
宿
舎
指
導
員
と
称
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

総
括
事
務
主
幹

三

事
務
主
幹

第
十
四
条
第
三
項
中

｢

事
務
主
幹
、
総
括
主
査｣

を

｢

総
括
事
務
主
幹
、
事
務
主
幹｣

に
改
め

る
。第

十
五
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

、
事
務
長
を
補
佐
し｣

を
削
り
、｢

総
括
整
理｣

を

｢

掌
理｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

青 森 県 報平成18年３月31日 金曜日 号外第32号 2



( )

２

総
括
事
務
主
幹
は
、
事
務
長
を
補
佐
し
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

(

青
森
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規

則
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
公
立
小
学
校
及
び
中
学
校
の
事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す

る
規
則

(
昭
和
四
十
八
年
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
三
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程(

昭
和
三
十
七
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
の
時
差
出
勤
の
た
め
に
必
要
な

勤
務
時
間
の
割
振
り
、
休
憩
及
び
休
息
時
間
に
つ
い
て
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十

二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
三
号
中

｢

、
青
森
県
青
年
の
家｣

を
削
る
。

第
七
条
第
二
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
五
十
九
条
第
二
項
中

｢

、
青
年
の
家｣

を
削
る
。

別
表
第
一
の
�
中

｢

｣

を

｢

｣

に
、

｢

｣

を

｢

｣

に
、

｢

｣

を
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青
年

の
家

図
書

館

青
年
家

青
図
館

尾
上
総
合
高
等
学
校

大
鰐
高
等
学
校

岩
木
高
等
学
校

黒
石
高
等
学
校

尾
総
高

大
鰐
高

岩
高

黒
高

図
書

館
青
図
館

大
鰐
高
等
学
校

尾
上
総
合
高
等
学
校

黒
石
高
等
学
校

岩
木
高
等
学
校

大
鰐
高

尾
総
高

黒
高

岩
高

六
戸
高
等
学
校

百
石
高
等
学
校

六
戸
高

百
高



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

｢

｣

に
、

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
２
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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百
石
高
等
学
校

六
戸
高
等
学
校

百
高

六
戸
高

柏
木
農
業
高
等
学
校

藤
崎
園
芸
高
等
学
校

柏
農
高

藤
園
高

藤
崎
園
芸
高
等
学
校

柏
木
農
業
高
等
学
校

藤
園
高

柏
農
高

図
書
館
長
印

青
年
の
家
所
長
印

２
１

２
１

図
書
館
長
印

２
１


